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【閉 会 挨 拶】 

全国地域生活定着支援センター協議会 関東・甲信越ブロック 

ブロック長  高津 努 
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一般社団法人 全国地域生活定着支援センター協議会 

関東・甲信越ブロック研修会 

 

 

 

「やり直しができる社会を目指して」 

～福祉と司法が手を携えて～ 

第２分科会 

支援プロセスの中から支援のヒントを探る 

 

 

開催日：２０１９年１１月８日（金） 

会場：長野市生涯学習センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度厚生労働省社会福祉推進事業 
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受け入れ・役割・課題
かなやま青年寮の実践報告

令和元年度 関東甲信越ブロック

「支援プロセスの中から支援のヒントを探る」第２分科会

太田市 市役所から南方を望む
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社会福祉法人太田松翠会
かなやま青年寮の概要

宿泊型自立訓練事業（平成21年4月より通勤寮から移行）

所在地：群馬県太田市高林北町1027-2

富士重工（スバル）の城下町 人口約２２万人

定員：20名

（現在９名：男性３名、女性６名 ※令和元年１０月現在）

職員：施設長、地域移行支援員2名、生活支援員2名

夜間支援員2名、調理員

宿泊型自立訓練事業とは

・知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を利

用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生

活等に関する相談及び助言その他の必要な支援。

・標準利用期間は２年もしくは３年の有期限での利用。

市町村の判断により更新利用が可能。

・通勤寮からの移行事業先として選択したところが多い。

・平成３１年４月の日本知的障害者福祉協会登録数は２８事業所
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方針

• かなやま青年寮を必要としている人たちは、障害の程度や種別だけでなく、性
格、年齢、性別、育った環境など一人として同じ人はいません。だから私たち

はいつも一人ひとりに対して必要な支援を作っていかなければいけません。

我々がやるべきことは何なのか、今やっていることはその目標に合っているか、

どうすればできるのかを常に考え続け“行動する”ことで障害を持つ方たちへ

の支援にあたり、その人にとって何が本当のニーズなのかを様々な手法を用

いて探り、必要な支援計画を作りあげる事で自律した生活を継続できるよう地

域資源に引き継いでいく事に重点を置いた事業所を目指します。

職員行動指針

• （１）利用者の権利を奪うような事を行ってはいけない。

• （２）既成概念にとらわれ、最良の手段を取れない状態になってはいけない。

• （３）多様性を排除してはいけない。

• （４）各種障害者支援技術向上にむけ、学習・思考・工夫を怠ってはいけない。
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定着支援センターからの受け入れ状況

• AA：賽銭泥棒

• BB：家族への暴行

• CC１回目：車上荒らし

• DD：窃盗、詐欺

• EE：家族への暴行

• FF：窃盗

• GG：賽銭泥棒

• HH：詐欺

• CC２回目：窃盗

• II：放火

• CC３回目：窃盗

• JJ：詐欺

AA：賽銭泥棒

• 攻撃的、反抗的な性格

• 母親と二人暮らし、不仲。

• 生活保護費での生活、無職。

• 私は出来る、職員が悪い。

• 想像すると、悪いことの指摘・注意を受け続ける生活。

• 地元に帰りたい、就職したいという目標の共有。

• 太田市で生きる覚悟。⇒太田市のGHへ入居。
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BB：家族への暴行

• 家族のお荷物、姉との不仲。

• 一応働いた経歴あるが、長続きしていない。福祉サービスも転々としている。

• 矯正施設から入所施設へＳＳ、その間に青年寮を体験し選んでもらった。

• 温和、協調性あり。

• パチンコ再開、お金への執着。

• 万引きしても警察に怒られるが施設に帰れるという誤学習。退所。

• 地元へ帰り仲間と過ごすようになり大きな問題も聞かれず過ごしていたようだ。

CC１回目：車上荒らし
CC２回目：窃盗
CC３回目：窃盗

• 典型的な発達障害

• 矯正施設と地域生活との繰り返し。

• やり直しはきかない、失敗したら逃げることでその問題を解決する。

• ２回目の利用：やり直しはきかないから、間違えを起こしてはいけない。

• 結局万引きで捕まってしまったが、捕まった時は、反省よりも出所時の事が中心。

• ３回目の利用：社会とは簡単にやり直しがきくものと言う理解？だたやり直すためにはという
ところにつながっていない。



6

DD：窃盗、詐欺

• 統合失調症⇒発達障害⇒２次障害としてのパーソナリティー障害

• 精神科入院中のトラブルから逃げるために沖縄へ逃亡

• 沖縄警察への苦情を言いに、太田警察へタクシーで乗りつけ無賃乗車で捕まる

• 普段は紳士、豹変する性格。

• 本人が過ごしやすく、プレッシャーを与えない生活を提供。をしていたつもりになってし
まっていた。

• 今までと違う犯罪を起こして受刑（想定外）

EE：家族への暴行

• ウイルス性脳炎からてんかん発作発症 高次脳機能障害か？

• 母親と共依存、兄にも発達傾向が見えた。

• 短期記憶が苦手、昔のことは饒舌に話をする。

• 自分の非は認められない。イエスとノーを明確にしない。

• 攻撃は最大の防御。トラブルになった相手は覚えており、なんだか分か
らないが攻撃の対象になってしまう。
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FF：窃盗

• 高次脳機能障害？認知症？発達障害？３人格ぐらいある？？

• 性格は温和、急変し激高。

• 高校卒業後、職を転々とした後に、無職ホームレス生活となる。

• 相談に来るが言葉が食い違い会話が成立しない。

• 月日が過ぎ、周りの状況から自分の将来の状況も見えてくる。安定。

• 不安を取り除く支援。

GG：賽銭泥棒

• 激しい生い立ち、父親から間違った生き方を教わった

• 「なんで僕は禁治産者になれなかったんですかね～」

• 「万引きはしないです・・・、賽銭盗めば買えますから」

• 理由があれば悪地も正当化される。

• 極端な発達障害。

• 数々の誤学習の集合体。

• 成功と失敗をわかりやすく、トークンを用いての学習。
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HH：詐欺

• 自発的なコミュニケーションは苦手。

• 性格温和で言われるがまま。

• 勧められてお薬も使用、自分に合わないから止めたと。

• イオンモールで昔の仲間に借金の返済を迫られる。生活保護費から４万円返済してし
まっている、借りたのは３万、１万は利子だとか。

• 仕事できます、評価されています。

I I：放火

• 少年院からの利用

• 幼少期に母親から万引きや借金をして来いと言われて育つ

• やんちゃな風貌だが甘えん坊 職員と庭でキャッチボールをする事が安心材料

• 愛着障害の傾向強い

• 最後は支援者以上の支援者が現れて本人を連れて行ってしまった。
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JJ：詐欺

• せっかちでせっかちでせっかちで

• IQは高く、９２

• 常習累犯窃盗、詐欺を多数、たまに暴行あり。

• 自分の失敗、他人の失敗を許せない。

• 時間をおくと振り返りが出来るので再チャレンジが可。

かなやま青年寮でやってきたこと
• 見立て

利用開始時は、事前の情報から環境面の調整だけしか出来ない。

生活を通して、もしくは専門機関に協力してもらい本人の障害特性を探ってきた。

本人がどの部分で折り合いをつけられるのか、そのポイントを知りたい。

見立てができていれば、地域移行時に新たな支援者に引き継ぐことが出来る。

• 人作り

支援者と本人との関係作りから始める、本人と向き合う。

相手もこちらを向いてくれるようになるまで何度でも。

キーパーソンになれた時、そこから人作りがやっと始められる。



10

受け入れ時の他機関との役割分担

地域定着支援センター

相談支援事業所

市町村福祉行政（障害・生保）

精神科病院

発達障害者支援センター

保護観察所 保護司

保護者

その他諸々

利用者の課題整理

• 本人の課題：環境的な問題、もしくは内面的な問題

• 住む場所がない：保護者との断絶、拒否

• 適切な支援が無い：保護者との断絶、拒否 福祉との接点がなかった

• お金がない：所持金が無い、収入の目途が立っていない

• 仕事が無い：クローズ又はオープン 本人の働く力の課題もあり
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受け入れ施設の課題整理

• 以前の生活状況や詳しい犯罪歴、障害特性等の資料が無い

初めて福祉と関わる方が多い

アセスメントの完成までに時間がかかりすぎてしまう

本人の本当の姿が見えて来た時には利用期間が少なくなってしまう（3年でも短すぎる）

出来れば、矯正施設まで足を運び、事前に面会などをしてアセスメントを始めた方が良かった。

• 支援方針のぶれ

再犯防止を意識すると抑制傾向になってしまう

障害特性にアプローチすることにより再犯から遠ざけることは出来るが

その障害特性の理解までに時間がかかってしまう

発達障害やパーソナリティー領域の方が多く、専門的なアプローチが必要。

ご清聴ありがとうございました

かなやま青年寮

茂木 普照
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全国地域生活定着支援センター協議会
関東・甲信越ブロック2019年度専門研修会大会

～支援のプロセスの中からヒントを探る～

山梨県社会福祉法人 三富福祉会

サポートセンターハロハロ 相談支援部管理者 服部敏寛

社会福祉法人三富福祉会の紹介

計画相談（特定事業所Ⅲ型）
山梨市委託相談・ピアサポーター事業
地域相談（移行相談・定着相談）

山梨県相談支援体制整備事業（県委託）
山梨県地域療育等支援事業（県委託）

自立生活援助事業
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相談支援専門員として心掛けている事

【基本は社会モデル】
� 本人が自分らしく生活し続ける事が出来る
ように環境（相談員・支援者も含む）を整
えていく

＊医療とも適切に連携すると共に同じ視点で
話合いを続けていく

【課題となる行動があっても…】
� 課題行動にだけ視点を向けるのではなく、水面
下をアセスメントし、環境・状況に適切にアプ
ローチする

� 行動障害もコミュニケーション機能を持ってい
る。行動分析を行い想いを言語化していく

相談支援専門員として心掛けている事

【ストレングスモデル】
� 本人はもともと力（強み）を持っている
� ストレングスモデルの事例検討を支援チーム
で実施し、強みと支援の方向性をチームで共
有する

� 過去の支援者も出来る限り巻き込んで実施し
ていく

【多角的なアセスメント】
� 言葉を持たない相談者の過去をネットワークとフット
ワークを駆使してアセスメント

� 過去の物語を読み込み未来図を作成
� 強み・経験・親の想い・諦めてしまった昔の夢
� 相談者を見る目に奥行きが持てるように…
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43歳男性 身体障害者手帳を保持（4年前に脳梗塞左・右）

両側に麻痺（歩行可能・細かな手の動き不可）

左肩骨折（2年前）の後遺症で左腕はほとんど動かない

重度の言語障害と高次脳機能障害の疑い（易怒性・固執性）

アルコール、薬物依存、かなりの偏食等々…

障がいを負ってからは母親と二人で生活保護を受けながら暮らしていた。通所
授産施設に通っていたが、左肩を骨折してからは休みがちとなり１年前に窃盗の
罪で服役。服役中に唯一の身寄りである母親が亡くなり、生活保護も打ち切られ、
借りていた市営住宅も明け渡さなければならなくなり、住所が・・・

平成２４年１１月に満期出所

事例①Wさんの人物像（H２４当時）

基
本
的
な
姿
勢
を
法
人

全
体
で
共
有
し
て…
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基
本
的
な
姿
勢
を
法
人

全
体
で
共
有
し
て…

地
域
生
活
移
行
ス
タ
ー

ト
！
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エピソードを重ねるたびに
信頼関係が構築されていく

・入院手術の度に意思確認！

・実現可能性が低い要望が少しずつ本当のニーズに代わっていく
（一人暮らし→もう少し静かな場所 就職したい→自分の畑を持
ちたい！）

・養護施設からの入居者には父親のように…

・定着支援センターからの二人目の依頼者には仲間のように…

・知的障害者施設の理不尽さを言葉にし、話し合って折り合いを
つけていく

60歳男性 出所後療育手帳を取得（地域生活定着支援センター）

家庭環境に恵まれず学校に行っていなかったため読み書きはできない

対人関係を構築するのが苦手で、大声を出して威嚇してしまう

これまでに窃盗罪で3回服役している

両親が亡くなってからはおそらく知的障害を持つであろう兄と二人で暮らしてい
た。兄の老齢年金で生活していたが、現金でお金を渡してしまうとすぐに煙草と
お酒に使ってしまうので、民生委員さんがお金を管理し、お米等を購入して現物
支給していた。軽微な万引きで服役中に大雪で自宅がつぶれ兄が死去。自宅も住
める状態ではなく天涯孤独となってしまった。

平成２７年 ３月に満期出所

事例②Yさんの人物像（H27当時）
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・Wさんは二ヶ月は入所施設での生活、Yさんは
Wさんの例もあったため翌日からはグループホームでの
生活となった

・一ヶ月ほどは落ち着いて生活できていたものの、
他の利用者さんの理不尽な行動、管理的な支援に
対して粗暴な言動が目立ち始めた（手を出すことは無い）

・一旦入所施設に引き上げ相談支援専門員及び山梨定着の相談員と面接を行う

・おそらく何度も人に騙される経験をしてきたのか、つぶれてしまった自宅の売
買に関しても疑心暗鬼が生じ、色々納得していただくのに時間はかかった

（彼の行動の裏側には不安が大きく関与している事も分かった）

・一週間ほど入所施設で生活した後グループホームでの生活を開始したのだが…

集団生活（知的障害者との）の困難さ…

残念ながら二人同時期に再犯・・・

駅の近くのドラッグストアー
で万引き…

GH近くの寺院で
賽銭を…
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エピソードを重ねるたびに
信頼関係が構築されていく

・二人とも不起訴となるように甲府地方裁判所
に上申書を提出した（法人内の会議を経て…）

・二人とも累犯であったが、Yさんは療育手帳
を所持していたため不起訴処分となったが、W
さんは再度服役する事となった

・法人内にも様々な意見が…しかし社会福祉法
人の役割を再確認し、山梨定着とも連携しなが
ら再度生活を組み立てていく事に…

一年半後Wさん仮出所！
GHに戻ってくるが…

・以前のような関係に落ち着くと予想していたのであるが…

・YさんがWさんを威嚇！ 力関係の構図が逆転することに…

・もともと人の下につくのが嫌な二人（過去の経験より…）

・集団生活自体にもともと無理があるのでは…

・彼の持っている強みを活かせる生活へ！（彼らは力を持っている）

・リスクはあっても“自分らしい”生活を応援する事が…

彼らに対する“意思決定支援”なのでは…
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ＹさんのＧＨサテライト部屋の
利用開始！（2年間）

・グループホームの裏にあるアパートの一室がサ
テライト部屋となっており、そこでの生活をス
タート（夕食はＧＨで提供）

・バスを利用してスーパーに行き、朝食の食材を
買う練習（練習するとすぐに出来るように…）

・朝食の作り方とご飯の冷凍保存の仕方を練習

・掃除、洗濯等家事の練習（意外と奇麗好き）

・適度な距離感の中で不安なく生活していただく

4月～市営住宅での一人暮らし開始！

・行政、後見人と協議を重ね、一人暮らしに
チャレンジする事に！

・行政にも協力していただき、連帯保証人が居
なくても、法人がバックアップするという念書
を用意する事で借りる事ができた

・自立生活援助で定期的に私たちが訪問し

・農福連携で毎日桃畑、葡萄畑で働く生活に！

・近々後見人を社会福祉協議会に変更予定！
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一年半の服役で身体機能が
低下…体が思うように動かない…

・彼のこれまでの
人生を皆で再度読
み込み…

・彼の強みを皆で
再確認

・行政も交えて意
思決定支援会議の
開催！

・サテライト部屋
の利用開始！

現在ヘルパー（身体介護）を利用
しながら一人暮らし体験！9月～

・先日腸閉塞で救急車で運ばれ
たが“ＧＨには戻らない”とい
う強い意志（意地）！

・一人暮らしが出来て、畑仕事
が出来て、たまに祭りに行けて、
酒が飲めて…それでいい！

・出来れば4回目の

結婚を目指したい！
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日本知的障害者福祉協会
調査・研究委員会報告

・触法障害者への支援で「有効だった支援」について

分 類 事 業
所数

①チーム支援 13

②本人への個別の支援 ７

③（障害）特性に応じた支援 ３

④環境の調整・支援 ４

⑤スタッフの研修 ２

▲対応が困難 ３

・「有効だった支援」は、「チーム支援」や「本人
への個別支援」についての記述が多かった。事業所
だけで問題を抱えるのではなく、常に連携して情報
を共有しながらチームで統一した支援を行うことや
個人に即した支援を行うことが有効であったようだ。
一方で、「重度・高齢化の当施設の利用者とのプロ
グラムに違いがありすぎ、特別な支援プログラムも
困難」

・「個別プログラムを作成するが、本人の記録が見られず難しいケースになっている」「障がい特性
による部分が大きく、支援に苦慮しています」など、具体的な支援に苦慮している記述もあった。触
法障碍者の受け入れは、障害程度が他の利用者と違うことが多く、記述からも事業所内では、個別の
対応に工夫が必要であることが伺える。

～支援のプロセスから
ヒントを探る～

・課題行動は本人の特性と環
境・状況のミスマッチから生じ
る事の確認（生活モデルで！）

・彼らの人生、これまでの物語に
興味を持ち、理解し、強み（スト
レングス）を確認する

・対等の立場（支援者癖の確認）
で寄り添い関係性を構築する

・チームアプローチを心掛ける
（多職種連携！）

課題行動

課題行動は個性・特性と環境・状況
のミスマッチから生じる

彼らが自分らしく生きられる環境を整える
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『支援プロセスの中から支援のヒントを探る』
～地域生活定着支援センターの支援から～

公益社団法人 新潟県社会福祉士会

新潟県地域生活定着支援センター

センター長 本多 崇人

全国地域生活定着支援センター協議会
関東甲信越ブロック研修

◎新潟県地域生活定着支援センターの概要
受託先：公益社団法人 新潟県社会福祉士会

所在地：新潟市中央区上所２－２－２新潟ユニゾンプラザ３階

職員体制：相談員３名（センター長含む）

事務員２名（会の事務と兼務）

相談員は奥の左から坂井・本多・平栗新潟県地域生活定着支援センターは平成24年3月に設置
本多は社会福祉法人吉田福祉会から出向
坂井は社会福祉法人太陽福祉会から出向
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◎新潟県の紹介
人口 224万人：H30.10.1現在
（うち新潟市80万人）

面積 12,584.15k㎡（全国5位）

矯正施設等
新潟刑務所、新潟少年学院、
長岡・上越・佐渡拘置所、
新潟少年鑑別所など

指定更生保護施設
・川岸寮（新潟市）

自立準備ホーム
・ほとんど新潟市内

◎新潟定着の基本方針

• 信頼して相談できる関係づくり
• 安心して過ごせる場所
• 正しいことを学べる
• 自己肯定感を高める支援
• リスク回避のためのアセスメントと環境づくり
• ストレングスをいかした支援
• 真のニーズのアセスメントと真のニーズに沿った支援
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◎アセスメント

◆アセスメントとは？

・情報収集し、評価、分析、解釈する。

◆ツールとして

≪エコロジカルモデル≫

≪バイオ・サイコ・ソーシャルモデル（生物的・心理的・社会的）≫

≪システム論≫

見立て

◎アセスメント

◆犯罪に至った背景は？

・生活困窮

・就労（仕事がない、続かない、働けないなど）

・認知症（認知機能の低下、記憶障害など）

・障がい（金銭管理、コミュニケーションが苦手、先の見通しが立てられない、衝動性、受容なし、
未学習、誤学習、愛着、２次障がいなど）

・精神疾患（通院や服薬管理ができていない、ストレス、不安など）

・孤立（相談者不在、家族支援なし。近所づきあいなし、医療・福祉につながっていないなど）

・社会の変化によるもの（家族・隣近所の関係性が希薄化、不景気、８０５０問題、９０６０問題）

・生活環境（いじめ、虐待、ひどく怒られた経験、誤った養育や支援など）

なぜ、犯罪行為に至ったのか？その背景に目を向ける！
（社会的孤立や生きづらさ）
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◎アセスメント （課題）

・定着のソーシャルワーカーの力量

・アセスメントの限界

・矯正施設という枠の中

出所後に
再アセスメントが必要

≪基本情報≫
Kさん 男性 ７４歳

要支援２

歩行：歩行器

物忘れ：年相応

判断能力：あり

コミュニケーション：できる

排泄：概ね自立だが、間に合わないことがあり、紙パンツ

入浴：一部介助

金銭管理：一部介助

◎事 例
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≪生活歴≫

中学卒業後、実家の農業、冬は造り酒屋で稼働

19歳 土工として5年間稼働

22歳 窃盗 懲役1年 執行猶予3年（経過）

23歳 結婚

26歳 放火 懲役4年

30歳 土工として28年間稼働

58歳 窃盗 懲役1年 執行猶予3年（取消） 懲役6月

59歳 妻と離婚し、ホームレス生活

61歳 窃盗 懲役1年2月

63歳 占有離脱物横領、常習累犯窃盗 懲役2年4月

66歳 占有離脱物横領 懲役8月

67歳 常習累犯窃盗など 懲役3年

70歳 特別調整1回目

72歳 常習累犯窃盗 懲役3年

74歳 特別調整2回目

◎特別調整1回目

≪高齢者専用賃貸住宅＋小規模多機能センター≫1カ所目

⇒サービスは入浴介助、外出支援

◆入居後の様子と経過

・外出したい、上越高田の花見に行きたいなど様々な要望

⇒施設職員は手が足りないので無理、一人での外出禁止など管理的な支援。買い物はたまに
定着と一緒にしていた。

・無断外出、施設職員との関係悪化

⇒職員より「出て行ってほしい」と希望ある。本人も「こんな自由がないところは出ていきたい」と
希望あり、引っ越すことに。

≪食事付き賃貸住宅≫2カ所目

◆入居後の様子と経過

・金銭管理は施設。買い物はタクシー。基本、自由に過ごしている。

⇒最初の施設と違い、放任主義。 １ヶ月後、再犯。



2019/10/28

6

◎特別調整２回目
〇今後の生活について

・年一回、花見の時期に上越高田へ行きた
い。
・部屋は個室がいい。
・買い物を楽しみたい。

・人と関わるのが苦手なので、デイサービ
スはできれば行きたくない。

◯前回の支援について

・最初の施設は利用者と口喧嘩をしたことと、職員に
上越への旅行を反対されたことが原因で出た。

・次の施設では上越は駄目とは言われなかったが、
迷惑かけてはいけないと思い我慢した。

・お金は管理されていたが、特に説明はなく不安は
あった。

・金に困っていたわけではないがスーパーに行った
際自転車のかごに財布を見つけてパンパンに膨ら
んでいたためついとってしまった。カメラに写っていて
捕まった。刑務所に戻りたくはなかったが、見つから
ないと思ってとってしまった。

◎犯罪行為に至った背景
≪生活歴より≫

・若い頃はカッとなりやすく、衝動的に行動していた。26歳の放火も隣人に妻の
悪口を言われて、カッとなり火をつけたと話している。

・これまで妻に生活を支えられてきたが、妻と離婚後、自身一人では生活を再
建することができず、刑務所に行ったり来たりの生活。

・自転車泥棒はその時の思いつきで・・・。

⇒診断はないがこれまでの生活から発達障害が疑われる・・・。

≪特別調整一回目の支援より≫

・福祉的な支援というよりも管理的な支援（再犯防止の意識が高い）

・職員との信頼関係が不足

・本人のニーズ（求めている生活）に添った支援ができていない。
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定着

有料老人
ホーム

地域包括

ヘルパー

病院
フォローアップ

ＣＭ

デイサー
ビス

◎調整結果

◎安定した生活が送られている理由
１ それぞれの変化

・本人、地域、定着

２ ニーズの充足

・買い物を楽しみたい、カラオケがしたい、高田公園の花見
（スナックのママ）に行きたいなど

本人の強みを活かし、トラブル・犯罪をしないで地域生活を楽しむ
ことを知ってもらうことが、結果的に再犯防止につながる （ストレン
グスモデル、グッド・ライブズ・モデルの視点）
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◎ＣＭインタビュー
・話を受けた時はCMをはじめて１年目だった。どんな人なのか。自分でできるのか不安はあったが、自身も法人もこうゆう
人だから受ける受けないという事はない。上司も応援してくれ受けることにした。法人としても個人としても触法は初めて
だった。

・本人に会ってきちんと受け答えができる方で安心した。事前に会えることは大きい。本人のイメージができないと支援の組
み立てや調整は難しいし、調整する時間も必要。

・ヘルパーやDSの職員も特に拒否的な反応はなかった。もちろん不安はあったようだが、情報提供をきちんとすることで安
心できた様子だった。（特に本人の人となり等をイメージしやすいような情報提供をした。）

・他のケースで丸投げされることも多いので、一緒に動ける人がいるということはこころ強かった。

・一番良かった事は本人の希望するお花見旅行の実現に向けてみんなが集まって、目的の共有ができ、本人の喜びに繋
がったこと。

・初めて、福祉サービスを使い福祉サービスにも馴染んでいる。要支援２で週２回のDSと週２回のヘルパーしか使えないの
が残念だが、インフォーマルな資源も今後検討していきたい。（DSの職員に飲みに行こうとよく声をかけている。時々自分で
行けるようなスナックなどがあるとよい）

・もともと一人で何でもやってきた生きるチカラがすごくある方だと思う。それが今の生活にも生きているのだと思う。

・事業所として今までそんなに大変なケースを受けてこなかった。力不足であり、力をつけなければいけないという話になっ
ている。実際ケースを受けてやってみることが一番力がつくと思った。今後も機会があれば協力したい。

ご清聴ありがとうございました。



 
開催要領（各県定着・司法・福祉・行政機関等用） 

 

令和元年度 全国地域生活定着支援センター協議会 

東海・北陸ブロック専門研修会 

 

１ 目的 

   東海・北陸ブロック管内の司法、更生保護、福祉、行政等の関係機関を対象として、包括

的支援の体制構築を念頭に置いた連携強化や理解促進を視野に、検討会、講演、当事者の声

や現場の声を通し、情報共有とともに、ネットワークの強化・充実を図り、受け入れ促進に

向けた普及啓発を一層推進するために開催する。 

   また、司法と福祉の連携における問題点を抽出し、今後の円滑な連携の資とする。 

２ 主催 

一般社団法人 全国地域生活定着支援センター協議会 

（主管：石川県地域生活定着支援センター） 

３ 共催 

石川県、金沢保護観察所 

４ 日時 

1 日目：令和元年 9 月１９日（木） １４：３０～１７：００ 

  １ 司法と福祉の検討会 

  ２ 意見交換会 １８：００～「金沢駅周辺予定（別途連絡）」（会費：5,000 円程度）             

2 日目：令和元年９月２０日（金） １０：００～１６：００ 『全体専門研修会』 

５ 場所（石川県金沢市北安江 3 丁目３－２－２０） 

1 日目（司法と福祉検討会）：金沢勤労者プラザ ３階 ３０４研修室 

2 日目（全体専門研修会）：金沢勤労者プラザ １階 多目的室 

６ 対 象 

 全国地域生活定着支援センター協議会 東海・北陸ブロック会員 

 東海・北陸ブロック管内の司法、更生保護、福祉、行政等の関係機関 

７ 内 容 

  プログラムは、本紙裏面をご覧下さい。 

８ 参加費 

  無料（全体専門研修会 定員１５０名） 

９ 申し込み方法 

  申し込み用紙（案内チラシ裏面）に必要事項をご記入の上、令和元年 8 月 28 日（水）までに、

下記お問い合せ先ＦＡＸにてお申込み下さい。 

 

 

 

 

【お問い合せ】 石川県地域生活定着支援センター 担当：安田、大向、太田 

ＴＥＬ：076-266-2922（直） ＦＡＸ：076-266-1070（代） 

 



 
開催要領（各県定着・司法・福祉・行政機関等用） 

東海・北陸ブロック専門研修会プログラム（司法・福祉・行政機関等） 

期 日 時 間 プログラム 内 容 等 

9 月 19 日 

（木） 

14:00～ 受付開始 受付：3 階 ３０４研修室前 

14:30～17:00 

 

（途中） 

15 分休憩 

司法と福祉の検討会 

『司法と福祉の連携における問題点等の検討』 

東海・北陸ブロック定着職員、保護観察所職員、更生保護施設職員 

刑務所職員、行政等職員、その他各県で必要と認める機関等 

長崎県地域生活定着支援センター所長 

厚生労働省社会援護局総務課・課長補佐 

法務省保護局観察課・調査官 

18:00～ 意見交換会 場所は、別途連絡 

9 月 20 日 

（金） 

09:00～ 受付開始 各県ごとに受付場所を準備しています。 

09:55～ 連絡事項等 開会 5 分前にアナウンスが流れます。 

10:00～10:15 

（15 分） 
開会挨拶 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 石川県済生会 支部長 

石川県健康福祉部障害保健福祉課長 

金沢保護観察所長 

10:15～10:45 

（30 分） 
行政説明 

『地域生活定着促進事業について』 

説明：厚生労働省社会・援護局総務課・課長補佐 青木 出 氏 

10:45～11:00 

（30 分） 
実践報告 報告：石川県地域生活定着支援センター職員 

11:00～12:00 

（60 分） 
基調講演 

『触法障がい者・高齢者の立ち直りを地域で支えるために』 

講師：長崎県地域生活定着支援センター所長・伊豆丸 剛史 氏 

   （全定協業務執行理事・事務局長） 

12:00～13:00 

（60 分） 
休憩・昼食  

13:00～14:00 

（60 分） 
当事者の声を聴く！ 

『声を響かせ、その思いを参加者と共有します』 

登壇：当事者、施設職員、支援者 

14:00～14:10 

（10 分） 
休憩  

14:10～15:40 

（90 分） 
現場の声を聴かせて！ 

◎パネラー 

伊豆丸 剛史 氏 

（長崎県地域生活定着支援センター所長/全定協業務執行理事・事務局長） 

青木 出 氏（厚生労働省社会・援護局総務課・課長補佐） 

林 寛之 氏（法務省保護局観察課・調査官） 

清水 明 氏（更生保護法人徳風苑親和寮・福祉担当補導員） 

三井 美千子 氏 

（NPO 法人金沢あすなろ会理事長/自立準備ホーム金沢みんなのいえ） 

片岡 正子 氏（金沢市民生協会理事長/救護施設三谷の里ときわ苑苑長） 

15:40～15:55 

（15 分） 
講評等 上記、登壇者より 

15:55～16:00 

（5 分） 
閉会挨拶 石川県地域生活定着支援センター長 

 



各県定着、司法、行政機関等用 

 

 

無料 

 

 

 

 

 

１日目：令和元年９月１９日（木）１４：３０～１７：００（受付開始 １４：００） 

（意見交換会 １８：００～ 会費：５，０００円程度 場所：金沢駅周辺予定） 

２日目：令和元年９月２０日（金）１０：００～１６：００（受付開始 ０９：００） 

 

場 所：１日目 金沢勤労者プラザ ３階 ３０４研修室 

２日目 金沢勤労者プラザ １階 多目的室 

        （石川県金沢市北安江 3-2-20） 

参加者：福祉・司法・医療関係機関の職員、行政職員 等 

 
 

 

 

主催：一般社団法人 全国地域生活定着支援センター協議会  

主管：石川県地域生活定着支援センター  共催：石川県、金沢保護観察所 

 

〒920-0353 石川県金沢市赤土町ニ 13-6 

  社会福祉法人    済生会支部 石川県済生会 

   石川県地域生活定着支援センター 担当：安田、大向、太田 

TEL：076-266-2922 FAX：076-266-1070（代） 

プログラム 

■９月１９日（木） 司法と福祉の検討会 

         「連携における問題点を抽出し円滑な業務を目指して」 

          ※ 厚生労働省社会・援護局総務課、法務省保護局観察課職員参加 

■９月２０日（金） 

  １ 行政説明：厚生労働省 社会・援護局総務課 

 ２ 実践報告：石川県地域生活定着支援センター 

３ 基調講演：「触法障がい者・高齢者の立ち直りを地域で支えるために」 

 講師 全定協業務執行理事・事務局長 

長崎県地域生活定着支援センター所長 

４ 「当事者の声を聴く！」 

当事者と支援者等が語り、声を響かせ、その思いを参加者と共有します。 

   ５ 「現場の声を聴かせて！」 

           司法と福祉が一体となり、現場の声を届け、共に考えます！ 

恩賜 
財団  

事前申し込み必要 

お申し込み方法は、裏面をご覧下さい。 
研修参加費 

※有料駐車場１９０台（割引あり） 

定員１５０名

い研修参加費 

伊豆丸 剛史 氏 

午 

後 

午 

前 

お問い合わせ 



各県定着、司法、行政機関等用 

 

 

 

 

ＦＡＸ送信先：０７６－２６６－１０７０ 
（ＦＡＸ送信票不要） 

 

 

■ 参加者 

（ふりがな） 

氏  名 
職 名 参 加 意見交換会 

（         ）  
両日 １日目のみ ２日目のみ 参加 不参加 

（         ）  
両日 １日目のみ ２日目のみ 参加 不参加 

（         ）  
両日 １日目のみ ２日目のみ 参加 不参加 

■ 連絡先 

所 属  

住 所 

〒 

電 話  ＦＡＸ  

■ 連絡事項等あればご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 東海・北陸ブロック専門研修会 参加申し込み書 

石川県地域生活定着支援センター 行 

必要事項をご記入の上、令和元年８月２８日（水）までに、ＦＡＸにてお申し込み下さい。 

「司法と福祉の検討会」及び「プログラム５」のアンケート用紙も併せてお願い致します。 



各県定着、司法、行政機関等用（ＦＡＸ） 

司法と福祉の検討会 

「連携における問題点等を抽出し円滑な業務を目指して」アンケート用紙  

 

 日頃の業務を通じ、何か感じていることをお聞かせ下さい。ご意見を取りまとめ、後日配布致します。 

 なお、当日は、時間の関係上、すべてを検討することは出来ないかもしれませんが、何卒ご理解ご協 

力の程よろしくお願い致します。 

所属機関名： 

問題点等の抽出 問題点等の改善策等 

  

  

 



 

ＦＡＸ 

 プログラム５「現場の声を聴かせて！」アンケート用紙  

 

 テーマに合わせ皆さんが思うこと、考えていることなどをパネラーと参加者全員で考えたいと思います。 

 それぞれに思うことをお聞かせ下さい。個人、団体のどちらでも、アンケートにお答えできる範囲で構いま 

せんので、ご協力をお願い致します。なお、氏名等は公表致しませんので、念のため申し添えます。 

No. 質 問 回  答  欄 

1 

「触法者」について、皆さ

んが思い浮かべるイメージを

お聞かせ下さい。 

 

2 

触法障がい者・高齢者が地

域や施設での受入れが難しい

のは、何故だと思いますか？ 

 

3 

触法障がい者・高齢者を施

設や地域で受入れるために、

どのようなことが必要だと思

いますか？ 

 

4 

その他、ご意見、ご質問及

びご要望等がございました

ら、ご記入下さい。 

 

ご協力ありがとうございました。 



 
開催要領（関係機関用） 

 

令和元年度 全国地域生活定着支援センター協議会 

東海・北陸ブロック専門研修会 

 

１ 目 的 

   東海・北陸ブロック管内の司法、更生保護、福祉、行政等の関係機関を対象として、包括

的支援の体制構築を念頭に置いた連携強化や理解促進を視野に、講演、当事者の声や現場の

声を通し、情報共有とともにネットワークの強化・充実を図り、受け入れ促進に向けた普及

啓発を一層推進するために開催する。 

 

２ 主 催 

一般社団法人 全国地域生活定着支援センター協議会 

（主管：石川県地域生活定着支援センター） 

 

３ 共 催 

石川県、金沢保護観察所 

 

４ 日 時 

令和元年９月２０日（金） １０：００～１６：００ 

 

５ 場 所 

金沢勤労者プラザ １階 多目的室 

 （石川県金沢市北安江 3－２－２０：金沢駅西口から徒歩 10 分程度） 

 

６ 対 象 

 全国地域生活定着支援センター協議会 東海・北陸ブロック会員 

 東海・北陸ブロック管内の司法、更生保護、福祉、行政等の関係機関 

 

７ 内 容 

  プログラムは、本紙裏面をご覧下さい。 

 

８ 参加費 

  無料（定員１５０名） 

 

９ 申し込み方法 

  申し込み書（案内チラシ裏面）に必要事項をご記入の上、令和元年 8 月 28 日（水）までに、

下記お問い合せ先ＦＡＸにてお申込み下さい。 

 

 

 

 

【お問い合せ】 石川県地域生活定着支援センター 担当：安田 

ＴＥＬ：076-266-2922（直） ＦＡＸ：076-266-1070（代） 

 



 
開催要領（関係機関用） 

東海・北陸ブロック専門研修会プログラム（関係機関等） 

期 日 時 間 プログラム 内 容 等 

9 月 20 日 

（金） 

09:00～ 受付開始 各県ごとに受付場所を準備しています。 

09:55～ 連絡事項等 開会 5 分前にアナウンスが流れます。 

10:00～10:15 

（15 分） 
開会挨拶 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 石川県済生会 支部長 

石川県健康福祉部障害保健福祉課長 

金沢保護観察所長 

10:15～10:45 

（30 分） 

プログラム１ 

行政説明 

『地域生活定着促進事業について』 

説明：厚生労働省社会・援護局総務課・課長補佐 青木 出 氏 

10:45～11:00 

（30 分） 

プログラム２ 

実践報告 
報告：石川県地域生活定着支援センター職員 

11:00～12:00 

（60 分） 

プログラム３ 

基調講演 

『触法障がい者・高齢者の立ち直りを地域で支えるために』 

講師：長崎県地域生活定着支援センター所長・伊豆丸 剛史 氏 

   （全定協業務執行理事・事務局長） 

12:00～13:00 

（60 分） 
休憩・昼食  

13:00～14:00 

（60 分） 

プログラム４ 

当事者の声を聴く！ 

『声を響かせ、その思いを参加者と共有します』 

登壇：当事者、施設職員、支援者 

14:00～14:10 

（10 分） 
休憩  

14:10～15:40 

（90 分） 

プログラム５ 

現場の声を聴かせて！ 

◎パネラー 

伊豆丸 剛史 氏 

（長崎県地域生活定着支援センター所長/全定協業務執行理事・事務局長） 

青木 出 氏 

（厚生労働省社会・福祉援護局総務課・課長補佐） 

林 寛之 氏 

（法務省保護局観察課・調査官） 

清水 明 氏 

（更生保護法人 徳風苑・親和寮・福祉担当補導員） 

三井 美千子 氏 

（NPO 法人金沢あすなろ会理事長/自立準備ホーム金沢みんなのいえ） 

片岡 正子 氏 

（金沢市民生協会理事長/救護施設三谷の里ときわ苑苑長） 

15:40～15:55 

（15 分） 
講評等 上記、登壇者より 

15:55～16:00 

（5 分） 
閉会挨拶 石川県地域生活定着支援センター長 

 


